
法

律

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
及
び
平
成
三
十
一

年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
六
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
五
十
五
号

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
及
び
平
成
三

十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二

十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「

第
二
節

寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
（
第
十
五
条
）

第
三
節

組
織
委
員
会
へ
の
国
の
職
員
の
派
遣
等
（
第
十
六
条

第
二
十
八
条
）」を
「

第
二
節

第
二
節
の

第
三
節

第
五
章

国

寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
（
第
十
五
条
）

二

電
波
法
の
特
例
（
第
十
五
条
の
二
）

組
織
委
員
会
へ
の
国
の
職
員
の
派
遣
等
（
第
十
六
条

第
二
十
八
条
）

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
特
例
（
第
二
十
九
条
）

」に
改
め
る
。

第
四
章
第
二
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
二
節
の
二

電
波
法
の
特
例

第
十
五
条
の
二

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
三
条
第
一
項（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第
百
三
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か

ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
組
織
委
員
会
に
は
、
専
ら
大
会
の
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
に
関
し
て
は
適
用
し
な
い
。

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
五
章

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
特
例

第
二
十
九
条

平
成
三
十
二
年
の
国
民
の
祝
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
民
の
祝
日
を
い
う
。）に
関
す
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
海

の
日
の
項
中
「
七
月
の
第
三
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二
十
三
日
」
と
、
同
条
山
の
日
の
項
中
「
八
月
十
一

日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
十
日
」
と
、
同
条
体
育
の
日
の
項
中
「
十
月
の
第
二
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二

十
四
日
」
と
す
る
。

（
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
章

寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例（
第
二
条
）」を「
第
二
章

寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の

第
二
章
の
二

電
波
法
の
特
例
（
第

発
行
の
特
例
（
第
二
条
）

二
条
の
二
）

」に
改
め
る
。

第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
二
章
の
二

電
波
法
の
特
例

第
二
条
の
二

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
三
条
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第
百
三
条
の
二
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の

規
定
は
、
組
織
委
員
会
に
は
、
専
ら
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
の
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
業
務
の
用
に

供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
に
関
し
て
は
適
用
し
な
い
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

野
田

聖
子

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
六
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
五
十
六
号

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
国
民
体
育
大
会
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
国
民
体
育

大
会
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
、「
公
益
財
団
法
人
日
本
体
育
協
会
」
を「
公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
財
団
法
人
日
本
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
日
本
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ

協
会
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
国
民
体
育
大
会
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
、「
公
益
財
団
法
人
日
本
体
育
協

会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」
に
、「
財
団
法
人
日
本
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人

日
本
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
財
団
法
人
日
本
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
日
本
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ

協
会
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
体
育
大
会
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定（「
国
民

体
育
大
会
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）、
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
三
項

の
改
正
規
定（「
国
民
体
育
大
会
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）並
び
に
第
二
十
七
条
第
二

項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

２

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
五
条
の
三
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
号
中
「
国
民
体
育
大
会
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
改
め
る
。

総
務
大
臣

野
田

聖
子

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三




